

木津川市国民健康保険運営協議会結果要旨　

	会議名
	令和３年度第１回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	令和３年８月５日(木)
午後２時００分から午後３時３０分
	場所
	木津川市役所　
５階　全員協議会室

	出席者
	委員
■：出席
□:欠席
	１号委員
（被保険者代表）
	■大西寛美 委員、□尾﨑田鶴 委員　■藤井千賀 委員
■林　直　 委員、■村上惠子 委員、■大村元昭 委員

	
	
	２号委員
(保険医・保険薬剤師代表)
	■飯田泰啓 委員、■吉村　陽 委員、■若菜和雄 委員
■渡邉誠之 委員、■内藤夫 委員、■川田雅彦 委員

	
	
	３号委員
（公益代表）
	■馬　泰子 委員、■久保恭子 委員、■岡井俊樹 委員
□森村　勝 委員、■岡田　敏 委員、■三浦孝啓 委員

	
	市理事者
	田中副市長

	
	庶務（事務局）
	市民部　山本部長
国保年金課　清水課長　浅田係長　奥田主事

	傍聴者
	無

	
議題

	１．開会
２．資格審査
３．会長あいさつ
４．市長あいさつ
５．会議録署名委員の指名
６．議事
(１)令和２年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
　(２)その他
７．閉会

	会議結果要旨


	１．開会
　　　事務局が開会を宣言した。

２．資格審査
委員１８名中 １６名の出席により、会議が成立していることを確認した。

３．会長あいさつ
　　　　要旨は、次のとおり。
・　飯田泰啓委員が、木津川市自治功労表彰を受章された。
　　　　　　・　尾﨑田鶴委員が、京都府国民健康保険運営協議会委員に就任された。
・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。

４．市長あいさつ(田中副市長代読)
　
５．会議録署名委員の指名
会議録署名委員として藤井委員と内藤委員を指名した。

６．議事
　　　　馬会長が議長となり議事を行った。
　（１）　令和２年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
【配布資料】
　　・　令和２年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
　　・　令和２年度国民健康保険特別会計主要施策成果の報告書
　　・　参考資料１　国民健康保険運営協議会とは
　　・　参考資料２　医療費の動向
　　・　参考資料３　国民健康保険におけるお金の動き
　　・　参考資料４　令和２年度国保会計決算分析

【事務局説明の概要】
　 ・　決算では歳入70億7,883万4千円、歳出69億3,234万6千円となり、歳入歳出差引1億4,648万8千円の黒字となった。
・　前年度の繰越金や過年度分の補助金等の精算による収入・支出などが含まれているので、可能な限りで単年度に着目した収支を算出すると、黒字額は約1,815万円まで減少する。
・　新型コロナウイルス感染症の影響により、全国的に医療費が減少する中、本市では高額療養費の増加もあり、一人当たりの保険給付費が増加しており、令和４年度以降に府へ納める国民健康保険事業費納付金が増加する可能性がある。
・　国民健康保険を継続して運営していくためには、国等から更なる財源を確保するとともに、事業の見直しによる歳出削減、保険税率の引き上げといった検討が引き続き必要と考える。

　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　コロナの感染により入院された患者の医療費は市国保が支払うのか。
➤　患者負担分については、公費が充てられるが、保険者負担分について
は、市国保が負担しています。

○　一人当たりの医療費の増加の理由は何か。
また、その結果、市として何か対策ができるか。
➤　令和２年度は、非常に高額な医療費を支給したこともあり、一人当たりの医療費の平均を押し上げることとなったと分析しています。また、新たに高額療養費支給申請の勧奨を行ったことによる影響もあると考えます。
医療費の内訳としては、生活習慣病の占める割合が大きく、引き続き、糖尿病性腎性重症化予防事業や運動習慣を身につけるためのウォーキングイベントなどの保健事業に取り組んでいきます。

〇　ジェネリック医薬品の普及率はどの程度か。また費用負担の状況は。ジェネリック医薬品については、製薬会社による製造工程で問題が生じ、医療現場では医薬品の欠品等から混乱した状況にある。
このような状況を踏まえ、利用促進に向けた個別通知は一旦中止いただきたい。
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　　〇　 製薬会社による問題とジェネリック医薬品の利用促進は、別問題と考えるべきである。ジェネリック医薬品の利用を勧めているから欠品になった訳ではないので、今後も利用促進は続けてほしい。
　 ➤   国の目標普及率は８０％ですが、本市においては、およそ７０％の普
        及率となっています。
また、費用対効果の側面から、市としてもジェネリック医薬品利用促進通知を、今まで月一回の頻度で被保険者に対して送付していたが、現在は２ヶ月に一度の頻度に抑えて、効果を検証しています。
なお、ジェネリック医薬品の利用促進は国等からの通知からも、保険者として取り組むべきこととされていますので、引き続き継続して実施させていただきます。
　　　　　　
　　　　　　　　　
７．閉会
議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。
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